
監
査
の
結
果
に
対
す
る
措
置

【
監
査
結
果
】

　

令
和
３
年
度　

茂
原
市
福
祉

　

セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
委
託
料

　
（�

公
の
施
設
の
指
定
管
理
者
：

茂
原
市
社
会
福
祉
協
議
会
）

社
会
福
祉
課

・�

事
業
報
告
書
が
条
例
に
定
め
る

期
日
ま
で
に
社
会
福
祉
協
議
会

か
ら
提
出
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
か
ら
、
現
状
を
把
握
し
た

う
え
で
適
切
な
対
応
を
図
ら
れ

た
い
。

・�

社
会
福
祉
協
議
会
を
非
公
募
に

よ
り
指
定
管
理
者
と
し
た
合
理

的
理
由
に
つ
い
て
、
分
か
り
や

す
く
説
明
で
き
る
よ
う
整
理
さ

れ
た
い
。

　

�　

ま
た
、
施
設
を
有
効
に
活
用

す
る
た
め
、
指
定
管
理
者
制
度

の
メ
リ
ッ
ト
を
十
分
に
活
か
し

た
運
営
が
な
さ
れ
る
よ
う
社
会

福
祉
協
議
会
と
更
な
る
連
携
を

図
ら
れ
た
い
。

　

令
和
４
年
度
に
実
施
し
た
財
政
援
助
団
体
等
監
査
結
果
に
基
づ
き
講

じ
た
措
置
に
つ
い
て
、
茂
原
市
長
お
よ
び
関
係
団
体
か
ら
通
知
が
あ
り

ま
し
た
。
内
容
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

【
措
置
内
容
】

社
会
福
祉
課

・�
事
業
報
告
書
に
つ
い
て
は
、
今

年
度
か
ら
茂
原
市
公
の
施
設
に

係
る
指
定
管
理
者
の
指
定
の
手

続
等
に
関
す
る
条
例
に
定
め
る

期
日
（
年
度
終
了
後
６
０
日
以

内
）
ま
で
に
提
出
す
る
よ
う
指

示
を
し
た
。

・�

社
会
福
祉
協
議
会
を
非
公
募
に

よ
り
指
定
管
理
者
と
し
て
い
る

合
理
的
理
由
は
、
社
会
福
祉
法

第
１
０
９
条
に
て
地
域
福
祉
の

推
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
本
市
唯
一
の
団
体
と
し
て
位

置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
廃
業
の

可
能
性
が
極
め
て
低
い
た
め
、

安
定
し
た
事
業
の
継
続
が
見
込

め
る
か
ら
で
あ
る
。

　

�　

ま
た
、
利
益
を
優
先
す
る
団

体
で
な
い
こ
と
か
ら
、
経
営
状

況
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
な
く
継

続
し
て
安
定
し
た
サ
ー
ビ
ス
が

提
供
で
き
、
仮
に
利
益
が
発
生

し
た
場
合
も
社
会
福
祉
協
議
会

の
事
業
に
還
元
さ
れ
る
た
め
、

本
市
に
お
け
る
福
祉
の
推
進
に

役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

　

�　

施
設
の
有
効
活
用
に
つ
い
て

は
、
現
在
、
指
定
管
理
者
と
し

て
指
定
し
て
い
る
社
会
福
祉
協

議
会
の
社
会
福
祉
団
体
と
し
て

の
活
力
や
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
用
し

て
い
る
。
今
後
も
経
費
の
削
減

や
利
用
者
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し

た
、
き
め
細
や
か
な
質
の
高
い

サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で
き
る
よ
う
、

更
な
る
連
携
を
図
っ
て
い
く
。

【
監
査
結
果
】

　

令
和
元
年
度

茂
原
市
観
光
事
業
補
助
金

　
（�

補
助
金
交
付
団
体
：
茂
原
秋

ま
つ
り
運
営
協
議
会
）

茂
原
秋
ま
つ
り
運
営
協
議
会

・�

秋
ま
つ
り
運
営
協
議
会
の
補
助

金
に
係
る
事
務
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
提
出
書
類
や
領
収
書
に

一
部
不
備
が
認
め
ら
れ
た
こ
と

か
ら
、
適
宜
、
商
工
観
光
課
に

確
認
を
し
な
が
ら
適
正
な
事
務

処
理
を
行
わ
れ
た
い
。

　

�　

ま
た
、
補
助
対
象
事
業
に
係

る
会
計
処
理
の
一
部
を
秋
ま
つ

り
運
営
協
議
会
を
構
成
す
る
地

区
単
位
で
行
っ
て
い
た
こ
と
か

ら
、
会
計
事
務
に
つ
い
て
は
、

透
明
性
確
保
の
た
め
秋
ま
つ
り

運
営
協
議
会
に
お
い
て
一
括
し

て
行
わ
れ
た
い
。

商
工
観
光
課

・�

商
工
観
光
課
が
行
う
補
助
金
交

付
事
務
に
お
い
て
は
、
秋
ま
つ

り
運
営
協
議
会
か
ら
提
出
さ
れ

た
書
類
に
一
部
不
備
や
未
提
出

の
書
類
が
認
め
ら
れ
た
こ
と
か

ら
、
改
め
て
必
要
書
類
の
内
容

や
記
載
方
法
、
会
計
手
続
、
補

助
対
象
経
費
の
範
囲
等
に
つ
い

て
秋
ま
つ
り
運
営
協
議
会
に
示

す
と
と
も
に
、
書
類
審
査
を
徹

底
し
、
適
正
な
事
務
処
理
を
行

わ
れ
た
い
。

【
措
置
内
容
】

茂
原
秋
ま
つ
り
運
営
協
議
会

・�

秋
ま
つ
り
運
営
協
議
会
の
補
助

金
に
係
る
事
務
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
新
た
に
茂
原
市
商
工
観

光
課
と
協
議
し
て
作
成
し
た
マ

ニ
ュ
ア
ル
を
基
に
、
適
正
な
事

務
の
確
認
と
処
理
を
行
う
。

　
�　

ま
た
、
補
助
対
象
事
業
に
係

る
会
計
処
理
に
つ
い
て
は
、
透

明
性
確
保
の
た
め
秋
ま
つ
り
運

営
協
議
会
に
お
い
て
一
括
し
て

行
う
。
領
収
書
に
つ
い
て
は
、

宛
名
を
「
茂
原
秋
ま
つ
り
運
営

協
議
会
」
に
統
一
す
る
と
と
も

に
、
記
載
内
容
に
漏
れ
が
無
い

よ
う
周
知
し
た
。

商
工
観
光
課

・�

秋
ま
つ
り
運
営
協
議
会
の
補
助

金
に
係
る
事
務
手
続
き
に
つ
い

て
は
、
必
要
書
類
の
内
容
や
記

載
方
法
、
会
計
手
続
、
補
助
対

象
経
費
の
範
囲
等
に
つ
い
て
秋

ま
つ
り
運
営
協
議
会
と
協
議
の

上
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
し
、
三

役
会
に
お
い
て
内
容
の
確
認
を

行
っ
た
。

　

�　

ま
た
、
書
類
審
査
の
徹
底
に

つ
い
て
は
、
条
例
、
規
則
、
要

綱
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
秋

ま
つ
り
運
営
協
議
会
か
ら
提
出

さ
れ
る
書
類
を
確
認
し
、
適
切

な
事
務
処
理
を
行
う
。

問
合
せ

監
査
委
員
事
務
局
（
９
階
）

☎
⒇
１
５
６
０　

⒇
１
６
０
７
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